
 

山口県働きやすい介護職場づくり支援事業費補助金交付要綱 

 

（目的及び趣旨） 

第１条 山口県内の介護施設・事業所等（以下「事業所等」という。）における介護サービ

スの質の向上を推進するとともに、介護人材の育成を図ることを目的として、介護施

設・事業所等を有する事業者等（以下「事業者等」という。）に対し、予算の範囲内に

おいて補助金を交付する。 

２  この補助金の交付については、山口県補助金等交付規則（平成 18年山口県規則第 138

号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、この交付要綱の定めるところによる。 

 

（補助対象事業者等） 

第２条 この補助金の対象となる事業者等は、別表第１に定めるとおりとする。 

 

（補助対象経費） 

第３条 補助金の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、事業者等が現任介

護職員等を資質向上のための研修等に派遣する際に必要となる代替職員の雇用等に要

する経費のうち、代替職員に支給する給料（諸手当及び健康保険等の事業主負担金は対

象外）とする。 

２ 前項の「資質向上のための研修等」は、別表第２に定めるとおりとする。 

３ 第１項の「代替職員の雇用等に要する経費」の取扱いについては、別表第３に定めると

おりとする。 

 

（補助金の額） 

第４条 この補助金の交付額は、補助対象経費に２分の１を乗じて得た額を上限とする。た

だし、算出されたそれぞれの額に 1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨

てるものとする。 

 

（補助金の交付申請） 

第５条 規則第３条の申請書は、別に定める日までに提出するものとする。 

２ 規則第３条第２項第１号の事業計画書及び同項第４号のその他必要とする書類は、別

記第１号及び第２号様式によるものとする。 

３ 規則第３条第２項第２号の収支予算書は、当該事業についての予算措置状況を記載し

たものとする。 

 

（補助金の交付決定） 

第６条 規則第４条の規定による交付決定については、予算の範囲内で行うものとする。 



 

 

（交付申請の取下げ） 

第７条 規則第６条の規定により申請の取下げをすることができる期間は、交付決定の通

知を受けた日から起算して 30日を経過する日までとする。 

 

（補助事業等の内容の変更） 

第８条 規則第８条第１項の変更申請書に添付する書類は、別記第３号及び第４号様式に

よるものとする。 

２ 規則第８条第１項ただし書の知事が定める軽微な変更は、補助金の交付目的に反しな

い事業内容の変更とする。 

 

（状況報告） 

第９条 規則第９条の状況報告は、代替職員の公募及び雇用実績を証明する書類の写し（雇

用契約書、社会保険・雇用保険加入を証するもの、労働条件通知書の写し、その他必要

書類）によるものとする。 

 

（実績報告） 

第 10条 規則第 11条の実績報告書は、事業完了の日から起算して 10日を経過した日又は

補助金の交付決定を受けた日の属する年度の３月 31日のいずれか早い日までに提出す

るものとする。 

２ 規則第 11条の事業実績書及び同項第３号のその他必要と認める書類は、別記第６号及

び第７号様式によるものとする。 

３ 規則第 11条第２項の収支精算書は、当該事業についての決算の状況を記載したものと

する。 

 

（雑則） 

第１１条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。 

 

 

附 則 

この要綱は、平成 27年８月 25日から施行し、平成 27年度分の補助金から適用する。 

附 則 

この要綱は、平成 28年６月 22日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成 29年５月 22日から施行する。 

附 則 



 

この要綱は、平成 30年６月 15日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成 31年４月 22日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和２年 10月 29日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和３年４月２日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和６年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和７年４月１日から施行する。 

 

  



 

（別表第１） 

項目 内容 

 

補 助 金 の

対 象 と な

る 事 業 者

等 

 

１ 次のうち山口県に所在する事業者等 

（１）指定居宅サービス事業所 

指定訪問介護、指定訪問入浴介護、指定訪問看護、指定訪問リ

ハビリテーション、指定居宅療養管理指導、指定通所介護、指定

通所リハビリテーション、指定短期入所生活介護、指定短期入所

療養介護、指定特定施設入居者生活介護、指定福祉用具貸与、指

定特定福祉用具販売 

（２）指定地域密着型サービス事業所 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護、指定夜間対応型訪問介護、

指定認知症対応型通所介護、指定小規模多機能型居宅介護、指定

認知症対応型共同生活介護、指定地域密着型特定施設入居者生活

介護、指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、指定看

護小規模多機能型居宅介護、指定地域密着型通所介護 

（３）介護保険施設 

指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院 

（４）指定介護予防サービス事業所 

指定介護予防訪問入浴介護、指定介護予防訪問看護、指定介護

予防訪問リハビリテーション、指定介護予防居宅療養管理指導、

指定介護予防通所リハビリテーション、指定介護予防短期入所生

活介護、指定介護予防短期入所療養介護、指定介護予防特定施設

入居者生活介護、指定介護予防福祉用具貸与、指定特定介護予防

福祉用具販売 

（５）指定地域密着型介護予防サービス事業所 

指定介護予防認知症対応型通所介護、指定介護予防小規模多機

能型居宅介護、指定介護予防認知症対応型共同生活介護 

（６）指定居宅介護支援事業所 

（７）指定介護予防支援事業所 

（８）その他 

養護老人ホーム、軽費老人ホーム 

 

 



 

 ２ 上記に定める事業所等を有する法人等のうち、次の全ての要

件を満たすもの 

 

（１）人員基準を満たしていること 

（２）地方自治法施行令第 167条の４の規定に該当していない 

こと 

（３）労働基準法等の違反により罰金刑以上の刑に処せられて 

いないこと 

（４）国税及び地方税を滞納していないこと 

（５）労働者災害補償保険に加入していること 

（６）過去に介護保険法（平成９年 12月 17日法律第 123号） 

に基づく行政処分を受けていないこと 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

（別表第２） 

大項目 項目 内容 

 

資質向上の

ための研修

等 

 

１ 研修等

の形態等 

 

○ 外部の研修機関又は事業所等自らが実施する

研修等で、事業所等を離れて行うもの又は事業

所等内で行うもの（ＯＪＴにおける研修等は除

く）のうち、次のいずれかに該当するものとす

る。 

（１）事業所等における介護サービスの質の向上

に資するために、事業所等が策定する研修

計画に基づく研修等 

（２）外部からの依頼等に基づき、介護職員等の

資質向上等のために現任介護職員等を研修

講師として派遣する研修等 

 

２ 研修の

種類 

 

（１）介護員養成研修（介護職員初任者研修）、実

務者研修 

（２）ユニットケアリーダー研修 

（３）認知症介護実践リーダー研修、小規模多機能

型サービス等計画作成担当者研修、認知症対

応型サービス事業管理者研修、認知症介護指

導者研修 

（４）介護福祉士国家試験受験対策講座等 

（５）介護支援専門員研修等 

（６）サービス提供責任者実務者研修 

（７）喀痰吸引等研修 

（８）国、県、市町村又は事業者団体等が実施する

介護従事者向け研修等 

（９）その他介護職員等の資質向上に有益である

と判断される研修等 

 

 

 

 

 



 

（別表第３） 

大項目 項目 内容 

 

代替職員

の雇用等

に要する

経費 

 

１ 代替職員 

 

○ 介護保険法及び老人福祉法（昭和 38年７月 11

日法律第 133 号）の人員基準で定める職種（医

師・事務職員・調理員を除く）に従事する者とし、

新規に雇用された者とする。 

 

 

２ 対象経費 

 

（１）代替職員の雇用期間は、各年度の４月１日か

ら当該年度末日までの期間内で、①当該年度

に開催される研修を受講するために、②当該

年度に代替職員を雇用した場合、において補

助対象とする。 

 

（２）代替職員の勤務時間は、１日８時間、週 40

時間を基本とするが、当該事業所等の就業

規則に則って設定することを妨げるもので

はない。 

 

（３）原則、給料は月払いとし、支給額は１日当た

り、看護職員は 12,136 円、介護職員その他

の職種は 11,445円を標準とする。 

なお、当該事業所等の就業規則、給与規定に

則って設定することを妨げるものではない。 

 

 

 

 


